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(57)【要約】
【課題】発光部材と、薄膜回路基板及び複数個のキーを
含む発光キーボードを提供する。
【解決手段】薄膜回路基板は上層板と複数の導光点を有
する下層板を含み、下層板と上層板は複数の薄膜スイッ
チを形成する第一回路パターンと第二回路パターンをそ
れぞれ有する。発光部材より供給された光線は下層板の
導光点に集光されて分散される。このほか、下層板は第
一薄膜部と第二薄膜部をさらに含み、これにより複数の
導光点から上方に分散される光量は増加される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光キーボードであって、
　光線を前記発光キーボードに供給する、少なくとも一つの発光部材と、
薄膜回路基板と
　前記複数の薄膜スイッチに対応し導通させる複数個のキーを含み、
　薄膜回路基板はさらに、
　第一回路パターンと複数の導光点を有し、前記第一回路パターン上は複数の下部接点を
有し、前記発光部材より供給された光線は前記複数の導光点に集光されて分散され、ここ
では、それは前記複数の導光点から上方に分散される光量を増加させる第一薄膜部と第二
薄膜部を含む下層板と、
　第二回路パターンを有し、また前記第二回路パターン上は前記複数の下部接点に対応す
る複数の上部接点を有し、また各前記上部接点とこれに相互に対応する前記下部接点間は
間隔距離を有し、前記相互に対応する下部接点と共に薄膜スイッチを形成する上層板を含
むことを特徴とする発光キーボード。
【請求項２】
　前記第一薄膜部と前記第二薄膜部は導光性薄膜であることを特徴とする、請求項１に記
載の発光キーボード。
【請求項３】
　前記複数の導光点は前記第一薄膜部と前記第二薄膜部の間に設置されることを特徴とす
る、請求項２に記載の発光キーボード。
【請求項４】
　前記複数の導光点はシルクスクリーン印刷工程、熱圧着工程或いは射出工程を経て前記
第一薄膜部または前記第二薄膜部のいずれかに設けられることを特徴とする、請求項３に
記載の発光キーボード。
【請求項５】
　前記下層板は、前記第二薄膜部と前記第一回路パターンの間に設置され、前記第二薄膜
部が獲得した光線が前記第二薄膜部中で全て反射される確率を高める薄膜間隙をさらに含
むことを特徴とする、請求項３に記載の発光キーボード。
【請求項６】
　前記薄膜間隙は印刷工程、塗工工程、接着工程或いは熱圧着工程を経て前記第二薄膜部
上に形成されることを特徴とする、請求項５に記載の発光キーボード。
【請求項７】
　前記第一薄膜部と前記第二薄膜部間は光線を透過させる透明接着剤を有し、これにより
前記第一薄膜部と前記第二薄膜部が互いに接着されることを特徴とする、請求項２に記載
の発光キーボード。
【請求項８】
　前記導光薄膜はポリエチレンテレフタレート(PET)素材、ポリカーボネート(PC)素材或
いはアクリル樹脂(PMMA)素材で製造されることを特徴とする、請求項２に記載の発光キー
ボード。
【請求項９】
　前記第一薄膜部と前記第二薄膜部はそれぞれ薄膜間隙と導光薄膜であり、前記薄膜間隙
は前記導光薄膜と前記第一回路パターンの間に設置され、前記第一薄膜部が獲得した光線
が前記第一薄膜部中で全て反射される確率を高めることを特徴とする、請求項１に記載の
発光キーボード。
【請求項１０】
　前記複数の導光点は前記導光薄膜の下部表面に設置されることを特徴とする、請求項９
に記載の発光キーボード。
【請求項１１】
　前記薄膜間隙は印刷工程、塗工工程、接着工程或いは熱圧着工程を経て前記導光薄膜上
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に形成されることを特徴とする、請求項９に記載の発光キーボード。
【請求項１２】
　前記発光部材は発光ダイオードであり、これは前記薄膜回路基板の側面に設置され、前
記薄膜回路基板の方向への照射を行うことを特徴とする、請求項１に記載の発光キーボー
ド。
【請求項１３】
　前記薄膜回路基板の下方に設置され、前記複数のキー、前記薄膜回路基板及び前記発光
部材を載置するベースをさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の発光キーボード
。
【請求項１４】
　各前記キーはキーキャップと弾性部材を有し、前記弾性部材は前記キーキャップと前記
薄膜回路基板の間に設置され、また前記キーキャップが触圧された時、前記弾性部材は圧
縮され相互に対応する前記薄膜スイッチに接触し、前記キーキャップが触圧から解放され
た時、前記弾性部材は弾力を前記キーキャップに与え前記キーキャップを復位させること
を特徴とする、請求項１に記載の発光キーボード。
【請求項１５】
　前記薄膜回路基板は、前記下層板と前記上層板の間に設置され、各前記上部接点とこれ
らに相互に対応する前記下部接点の間に前記間隔距離を有させる中層板をさらに含み、ま
た前記中層板は複数の下部接点及び複数の上部接点に対応する複数の開孔を有することを
特徴とする、請求項１に記載の発光キーボード。
【請求項１６】
　発光キーボードであって、
　前記発光キーボードに光線を供給する、少なくとも一つの発光部材と、
　回路パターンと複数の導光点を有し、前記回路パターン上は複数の薄膜スイッチを有し
、前記発光部材より供給された光線は前記複数の導光点に集光されて分散され、ここでは
、前記薄膜回路基板は、前記複数の導光点から上方に分散される光量を増加させる第一薄
膜部と第二薄膜部からなる薄膜回路基板と、
　前記複数の薄膜スイッチに対応し導通させる複数個のキーを含むことを特徴とする発光
キーボード。
【請求項１７】
　各前記薄膜スイッチは第一導電接続部と第二導電接続部を含み、また前記第一導電接続
部は前記第二導電接続部に接触しないことを特徴とする、請求項１６に記載の発光キーボ
ード。
【請求項１８】
　各前記キーはキーキャップと導体を有し、前記導体は前記キーキャップと前記薄膜回路
基板間に設置され、また前記キーキャップが触圧された時、前記導体は相互に対応する前
記薄膜スイッチに接触し前記薄膜スイッチを導通させることを特徴とする、請求項１７に
記載の発光キーボード。
【請求項１９】
　前記第一薄膜部と前記第二薄膜部は導光薄膜であることを特徴とする、請求項１６に記
載の発光キーボード。
【請求項２０】
　前記複数の導光点は前記第一薄膜部と前記第二薄膜部間に設置されることを特徴とする
、請求項１９に記載の発光キーボード。
【請求項２１】
　前記複数の導光点はシルクスクリーン印刷工程、熱圧着工程或いは射出工程を経て前記
第一薄膜部または前記第二薄膜部のいずれかに設けられることを特徴とする、請求項２０
に記載の発光キーボード。
【請求項２２】
　前記薄膜回路基板は、前記第二薄膜部と前記回路パターン間に設置され、前記第二薄膜
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部が獲得した光線が前記第二薄膜部で全て反射される確率を高める薄膜間隙をさらに含む
ことを特徴とする、請求項２０に記載の発光キーボード。
【請求項２３】
　前記薄膜間隙は印刷工程、塗工工程、接着工程或いは熱圧着工程を経て前記第二薄膜部
上に形成されることを特徴とする、請求項２２に記載の発光キーボード。
【請求項２４】
　前記第一薄膜部と前記第二薄膜部間は光線を透過させる透明接着剤を有し、これにより
前記第一薄膜部と前記第二薄膜部が互いに接着されることを特徴とする、請求項１９に記
載の発光キーボード。
【請求項２５】
　前記導光薄膜はポリエチレンテレフタレート(PET)素材、ポリカーボネート(PC)素材或
いはアクリル樹脂(PMMA)素材で製造されることを特徴とする、請求項１９に記載の発光キ
ーボード。
【請求項２６】
　前記第一薄膜部と前記第二薄膜部はそれぞれ薄膜間隙と導光薄膜であり、前記薄膜間隙
は前記導光薄膜と前記回路パターン間に設置され、前記第一薄膜部が獲得した光線が前記
第一薄膜部で全て反射される確率を高めることを特徴とする、請求項１６に記載の発光キ
ーボード。
【請求項２７】
　前記複数の導光点は前記導光薄膜の下部表面に設置されることを特徴とする、請求項２
６に記載の発光キーボード。
【請求項２８】
　前記薄膜間隙は印刷工程、塗工工程、接着工程或いは熱圧着工程を経て前記導光薄膜上
に形成されることを特徴とする、請求項２６に記載の発光キーボード。
【請求項２９】
　前記発光部材は発光ダイオードであり、これは前記薄膜回路基板の側面に設置され、前
記薄膜回路基板の方向への照射を行うことを特徴とする、請求項１６に記載の発光キーボ
ード。
【請求項３０】
　前記薄膜回路基板の下方に設置され、前記複数のキー、前記薄膜回路基板及び前記発光
部材を載置するベースをさらに含むことを特徴とする、請求項１６に記載の発光キーボー
ド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キーボードに関し、より詳しくは、発光機能を有するキーボードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＴ産業の目覚しい発展により、多くのユーザーは様々な環境下で携帯型情報端
末装置を使用するようになった。例えばノート型パソコンや、携帯電話或いはＰＤＡ等が
挙げられる。明かりが不十分な環境下では、ユーザーはキーボードのキー上の数字や文字
が見辛くなり、これにより作業に困難をきたし、最悪の場合キー上の字を識別しようと長
時間負担をかけ過ぎ視力を損なう可能性もある。このため、発光キーボードの登場はユー
ザーが光量不足の場所でキーボードを使用する上での不便を改善した。さらには、発光の
配置を変えることで、発光キーボードを使用する情報端末に更なる美観を与え、販路の拡
大にも繋がる。
【０００３】
　図１は、従来の発光キーボードの構造の断面概略図である。発光キーボード１は反光板
１１、導光板１２、金属底板１３、薄膜回路基板１４、複数個のキー１５及び発光部材１
６を含む。薄膜回路基板１４は下層板１４１、上層板１４２、及び下層板と上層板の間に
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介在する中層板１４３を含む。また下層板１４１、中層板１４３及び上層板１４２はポリ
カーボネート(PC)或いはポリエチレンテレフタレート(PET)等の透明導光素材で製造され
る。
【０００４】
　次に図２は、図１に図示した発光キーボードの薄膜回路基板の立体分解図である。下層
板１４１は複数の銀インク（Ag ink）回路１４１１１と複数の下部接点１４１１２で組成
される第一回路パターン１４１１を有する。上層板１４２は複数の銀インク回路１４２１
１と複数の上部接点１４２１２で組成される第二回路パターン１４２１を有する。また、
中層板１４３は複数の下部接点１４１２２と複数の上部接点１４２１２に対応する接点開
孔部１４３１を有する。ここでは、各上部接点１４２１２とこれが対応する下部接点１４
１１２は共に薄膜スイッチ１４４を形成する。このほか、各キー１５はキーキャップ１５
１と弾性部材１５２を有し、また弾性部材１５２キーキャップ１５１と薄膜回路基板１４
1の間に設置される。
【０００５】
　キー１５が触圧されて下方に移動した時、キーキャップ１５１は弾性部材１５２を圧縮
し、弾性部材１５２をこれと相互に対応する上部接点１４２１２に接触させ、さらにこれ
と相互に対応する上部接点１４２１２に相互に対応する接点開孔部１４３１を通過させ相
互に対応する下部接点１４１２２に接触させる。これにより相互に対応する薄膜スイッチ
１４４は電気的導通を達成し、発光キーボード１に相互に対応するキー信号を発信させる
。このほか、もしユーザーがキーキャップ１５１を触圧から解放すれば、キーキャップ１
５１は弾性部材１５２の弾力により上方へ押されて元の位置に復位する。
【０００６】
　また、発光部材１６は導光板１２の側面に設置され、導光板１２に入射する光線を供給
する。導光板１２は反光板１１上に設置され、またこの下部表面は光線を集光し分散させ
る複数の導光点１２１を有する。複数の導光点１２１は対応する複数個のキー１５の位置
に合わせて設置される。金属底板１３上は複数の導光点１２１に対応する複数の穿孔１３
１を有する。ここでは、光線が導光板１２に入射する時、光線は導光板１２全体に拡散さ
れ、また複数の導光点１２１はインク素材であるため光線は上下へ分散され、上方へ分散
された光線は複数の穿孔１３１を通過し薄膜回路基板１４と複数個のキー１５へ投射され
、下方へ分散された光線は再度反光板１１の補助を受け光線は上方へ反射され、発光部材
１６が供給する光線は完全に利用される。以上が、複数個のキー１５の発光が生み出す効
果である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前述した従来の技術では、つぎの欠点を有する。
（１）反光板１１は複数の導光点１２１が下方へ分散させる光線の上方への反射を補助す
るが、然しながら従来の発光キーボード１の反光板１１の材質は光線を透過させてしまう
ため、複数の導光点１２１から下方へ分散する光線の一部分が反光板１１を透過してしま
い光量を流失させてしまう。
（２）第一回路パターン１４１１は下層板１４１の上部表面に設置され、また第一回路パ
ターン１４１１は複数の銀インク回路１４２１１により組成され、これらの銀インク回路
１４２１１は光線を集光及び分散させる性質を有し、このため発光部材１６が供給する光
線は金属底板１３の複数の穿孔１３１を通過し下層板１４１へ進入すると、第一回路パタ
ーン１４１１の銀インク回路１４２１１は発光状態となるが、大部分の銀インク回路１４
２１１は設置上、複数個のキー１５に対応しておらず、これにより本来複数個のキー１５
を発光させるための光量が銀インク回路１４２１１の特性のために浪費されることになり
、さらには発光キーボード１上の複数個のキー１５の光量不足をも招く。
 故に、従来の発光キーボード１は光線の使用効率が好ましくなく改善の余地がある。
【０００８】
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　本発明は、このような従来の問題に鑑みてなされたものである。上記課題解決のため、
本発明は、光線の使用効率を高める発光キーボードを提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決して目的を達成するために、本発明に係る発光キーボードは、
光線を発光キーボードに供給する、少なくとも一つの発光部材と、
　薄膜回路基板と、
　複数の薄膜スイッチに対応し導通させる複数個のキーを含み、
　ここでは薄膜回路基板はさらに、
　第一回路パターンと複数の導光点を有し、第一回路パターン上は複数の下部接点を有し
、発光部材より供給された光線は複数の導光点に集光されて分散され、ここでは、それは
複数の導光点から上方に分散される光量を増加させる第一薄膜部と第二薄膜部を含む下層
板と、
　第二回路パターンを有し、また第二回路パターン上は複数の下部接点に対応する複数の
上部接点を有し、また各上部接点とこれに相互に対応する下部接点間は間隔距離を有し、
相互に対応する下部接点と共に薄膜スイッチを形成する上層板を含むことを特徴とする。
　好ましい実施形態の、第一薄膜部と該第二薄膜部は導光薄膜である。
　好ましい実施形態の、複数の導光点は第一薄膜部と該第二薄膜部の間に設置される。
　好ましい実施形態の、複数の導光点はシルクスクリーン印刷工程、熱圧着工程或いは射
出工程を経て第一薄膜部または第二薄膜部のいずれかに設けられる。
　好ましい実施形態の、下層板は第二薄膜部と第一回路パターンの間に設置され、第二薄
膜部が獲得した光線が第二薄膜部中で全て反射される確率を高める薄膜間隙をさらに含む
。
　好ましい実施形態の、薄膜間隙は印刷工程、塗工工程、接着工程或いは熱圧着工程を経
て第二薄膜部上に形成される。
　好ましい実施形態の、第一薄膜部と第二薄膜部間は光線を透過させる透明接着剤を有し
、これにより第一薄膜部と第二薄膜部が互いに接着される。
　好ましい実施形態の、導光薄膜はポリエチレンテレフタレート(PET)素材、ポリカーボ
ネート(PC)素材或いはアクリル樹脂(PMMA)素材で製造される。
　好ましい実施形態の、第一薄膜部と第二薄膜部はそれぞれ薄膜間隙と導光薄膜であり、
薄膜間隙は導光薄膜と第一回路パターンの間に設置され、第一薄膜部が獲得した光線が第
一薄膜部中で全て反射される確率を高める。
　好ましい実施形態の、複数の導光点は導光薄膜の下部表面に設置される。
　好ましい実施形態の、薄膜間隙は印刷工程、塗工工程、接着工程或いは熱圧着工程を経
て導光薄膜上に形成される。
　好ましい実施形態の、発光部材は発光ダイオードであり、これは薄膜回路基板の側面に
設置され、薄膜回路基板の方向への照射を行う。
　好ましい実施形態の、発光キーボードは薄膜回路基板の下方に設置され、複数のキー、
薄膜回路基板及び発光部材を載置するベースをさらに含む。
　好ましい実施形態の、各キーはキーキャップと弾性部材を有し、弾性部材はキーキャッ
プと薄膜回路基板の間に設置され、またキーキャップが触圧された時、弾性部材は圧縮さ
れ相互に対応する薄膜スイッチに接触し、キーキャップが触圧から解放された時、弾性部
材は弾力をキーキャップに与えキーキャップを復位させる。
　好ましい実施形態の、薄膜回路基板は、下層板と上層板の間に設置され、各上部接点と
これらに相互に対応する下部接点の間に間隔距離を有させる中層板をさらに含み、また中
層板は複数の下部接点及び複数の上部接点に対応する複数の開孔を有する。
　好ましい実施形態において、本発明が提供する発光キーボードは、
　発光キーボードに光線を供給する、少なくとも一つの発光部材と、
　回路パターンと複数の導光点を有し、回路パターン上は複数の薄膜スイッチを有し、発
光部材より供給された光線は複数の導光点に集光されて分散され、ここでは、薄膜回路基
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板は、複数の導光点から上方に分散される光量を増加させる第一薄膜部と第二薄膜部から
なる薄膜回路基板と、
　複数の薄膜スイッチに対応するし導通させる複数個のキーを含む。
好ましい実施形態の、薄膜スイッチは第一導電接続部と第二導電接続部を含み、また第一
導電接続部は第二導電接続部に接触しない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】従来の発光キーボードの構造の断面概略図である。
【図２】図１に図示する発光キーボードの薄膜回路基板の立体分解図である。
【図３】本発明に係る発光キーボードの好ましい第一実施形態の構造の側面図である。
【図４】図３に図示する発光キーボードの薄膜回路基板の立体分解図である。
【図５】本発明に係る発光キーボードの好ましい第一実施形態における薄膜回路基板の下
層板の構造の側面図及び製作過程の概略図である。
【図６】図５に図示する下層板の光線の通過路の概略図である。
【図７】本発明に係る発光キーボードの好ましい第二実施形態における薄膜回路基板の下
層板の構造の側面図である。
【図８】図７に図示する下層板の他視角から見た構造の概略図である。
【図９】図７に図示する下層板の光線の通過路の概略図である。
【図１０】本発明に係る発光キーボードの好ましい第三実施形態における薄膜回路基板の
下層板の構造の側面図である。
【図１１】本発明に係る第四実施形態の発光キーボードの構造の側面図である。
【図１２】図１１に図示する発光キーボードの薄膜回路基板の構造概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に図面を参照して本発明を実施するための形態について、詳細に説明する。なお、
本発明は、以下に説明する実施形態に限定されるものではない。
【００１２】
［第１実施形態］
　まず、本発明の発光キーボードの第１実施形態について説明する。
図３は本発明に係る発光キーボードの好ましい第一実施形態の構造の側面図である。
　発光キーボード２は下から上へと順にベース２２と薄膜回路基板２３と複数個のキー２
４で構成される。発光キーボード２は発光部材２１を含み、薄膜回路基板２３の側面に設
置され、薄膜回路基板２３方向への照射を行う。本実施形態では、発光部材２１は発光ダ
イオードである。このほか、ベース２２上には薄膜回路基板２３と複数個のキー２４が載
置される。
【００１３】
　次に図４は図３に図示する発光キーボードの薄膜回路基板の立体分解図を示す。薄膜回
路基板２３は下層板２３１と上層板２３２からなる。下層板２３１の上部表面は第一回路
パターン２３１１を有し、また第一回路パターン２３１１上は複数の下部接点２３１１１
を有し、上層板２３２の下部表面は第二回路パターン２３２１を有し、また第二回路パタ
ーン２３２１上は複数の下部接点２３１１１に対応する複数の上部接点２３２１１を有し
、ここでは、各上部接点２３２１１とこれに相互に対応する下部接点２３１１１の間には
間隔距離Dを有し、相互に対応する下部接点２３１１１とともに薄膜スイッチ２３４を形
成する。各上部接点２３２１１とこれに相互に対応する下部接点２３１１１の間には間隔
距離Dを有し、本実施形態中の、薄膜回路基板２３は下層板２３１と上層板２３２の間に
設置される中層板２３３を更に含み、ここでは、中層板２３３は複数の下部接点２３１１
１と複数の上部接点２３２１１に対応する複数の開孔２３３１を有する。
【００１４】
　図３の複数個のキー２４は複数の薄膜スイッチ２３４に対応する箇所に設置され、また
複数個のキー２４中の各キー２４はキーキャップ２４１と弾性部材２４２を有する。弾性
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部材２４２はキーキャップ２４１と薄膜回路基板２３の間に設置される。一つの任意のキ
ー２４が触圧され下方に移動した時、キーキャップ２４１は弾性部材２４２を圧縮させ弾
性部材２４２をこれと相互に対応する上部接点２３２１１に接触させ、さらにこれと相互
に対応する上部接点２３２１１を相互に対応する開孔部２３３１を経由させ相互に対応す
る下部接点２３１１１に接触させ、これにより相互に対応する薄膜スイッチ２３４を電気
的に導通させ、以発光キーボード２に相互に対応するキー信号を発信させる。このほか、
もしユーザーがキーキャップ２４１を触圧から解放した時、キーキャップ２４１は弾性部
材２４２の弾力により上方へ移動させられ復位する。
【００１５】
　本発明に係る発光キーボード２の特徴は薄膜回路基板２３の下層板２３１が多層薄膜に
なる設計である。図５に示すのは、本発明に係る発光キーボードの好ましい第一実施形態
の薄膜回路基板の下層板の構造の側面図及び製造工程の概略図である。好ましい第一実施
形態では、下層板２３１は第一薄膜部２３１２と第一薄膜部の上部表面に接着される第二
薄膜部２３１３を含む。第一薄膜部２３１２と第二薄膜部２３１３の間は発光部材２１が
供給する光線を集光し分散する複数の導光点２３１４を有し、また複数の導光点２３１４
は複数個のキー２４の位置に倣い設置され、複数の導光点２３１４に光線を上方へ向かわ
せ複数個のキー２４エリアに投射させる。このほか、第一薄膜部２３１２と第二薄膜部２
３１３は皆導光薄膜であり、その材質はポリカーボネート(PC)或いはポリエチレンテレフ
タレート(PET)等であり、第一回路パターン２３１１は第二薄膜部２３１３の上部表面に
印刷される。
【００１６】
　つぎに下層板２３１の製造方法について説明する。
　まず第一薄膜部２３１２の上部表面には複数の導光点２３１４が設置され、第二薄膜部
２３１３の下部表面には光線を透過させる透明接着剤２３１５が設置され、或いは第二薄
膜部２３１３の下部表面には複数の導光点２３１４が設置される。第一薄膜部１３１２の
上部表面には光線を透過させる透明接着剤２３１５が設置される。続いてローラー９が熱
圧着或いは冷圧着された後、第一薄膜部２３１２と第二薄膜部２３１３は相互に張り合わ
される。
【００１７】
　図６は図５に図示する下層板の光線の通過路の概略図である。発光部材２１が供給する
光線が下層板２３１へ進入した後、光線Ｌ１は第一薄膜部２３１２と第二薄膜部２３１３
中を進行し拡散され、光線が導光点２３１４へ達する時、導光点２３１４は光線を部分的
に集光し、他部分の光線を上下へ分散させる。ここでは、上方へ分散された部分的な光線
Ｌ２は第二薄膜部２３１３中を進行し伝導され、他部分の光線Ｌ３は第二薄膜部２３１３
を透過し上方のキー２４エリアへ投射され、複数個のキー２４に発光効果を与え、下方へ
分散した部分的な光線Ｌ４は第一薄膜部２３１２中を進行し伝導され、他部分の光線Ｌ５
は第一薄膜部２３１２を透過した後流失する。
【００１８】
　好ましい第一実施形態中の下層板の長所は、複数の導光点２３１４が第一薄膜部２３１
２と第二薄膜部２３１３の間に設置され、導光点２３１４に下方へ分散された光線の部分
的な光線Ｌ４ (第一薄膜部中を継続して進行し伝導される光線Ｌ４)が第一薄膜部２３１
２で回収され再利用され、これにより流失するのは部分的な光線Ｌ５ (第一薄膜部を透過
する光線Ｌ５)のみとなることである。
　これは、もし下層板２３１に第二薄膜部２３１３と複数の導光点２３１４のみが存在し
第一薄膜部２３１２が存在しなければ、導光点２３１４により下方へ分散された光線は完
全に流失することも意味する。
【００１９】
［第２実施形態］
　本発明の発光キーボードの第２実施形態について説明する。
　本発明の好ましい第二実施形態は好ましい第一実施形態と大方一致し、差異は薄膜回路
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基板の下層板の組成構造にある。但し下層板はあくまで多層薄膜の設計となる。
　図７と図８は、図７は本発明に係る発光キーボードの好ましい第二実施形態の薄膜回路
基板の下層板の構造の側面図であり、図８は図７に図示する下層板の他視角からの構造の
概略図である。
【００２０】
　好ましい第二実施形態の、下層板２３１は第二薄膜部２３１３と第二薄膜部２３１３の
上部表面に設置される薄膜間隙２３１６からなる。複数の導光点２３１４は第二薄膜部２
３１３の下部表面に設置され、また複数個のキー２４の位置に倣い設置され、複数の導光
点２３１４に光線を上方の複数個のキー２４エリアへ投射させる。また、第一回路パター
ン２３１１は薄膜間隙２３１６の上部表面に印刷され、また第一回路パターン２３１１は
複数の下部接点２３１１１及び複数の銀インク回路２３１１２により組成され、これらの
銀インク回路２３１１２は光線を集光させ分散させる性質を有する。このほか、下層板２
３１の製造工程中、薄膜間隙２３１６は印刷製造工程、塗工製造工程、接着製造工程或い
は熱圧着製造工程を経て第二薄膜部２３１３の上部表面に形成される。このほか、第二薄
膜部２３１３は導光薄膜であり、その材質はポリカーボネート(PC)、ポリエチレンテレフ
タレート(PET)或いはアクリル樹脂(PMMA)素材等であり、薄膜間隙２３１６の材質は第二
薄膜部２３１３と異なってもよい。
【００２１】
　図９は図７に図示する下層板の光線の通過路の概略図である。発光部材２１が供給する
光線は下層板２３１へ進入した後、光線Ｌ６は第二薄膜部２３１３中を進行し拡散され、
また光線Ｌ６は導光点２３１４へ達した時、導光点２３１４は光線を部分的に集光し、他
部分の光線を上方へ分散させ、ここでは、上方へ分散された部分的な光線Ｌ７は第二薄膜
部２３１３中を進行し伝導され、他部分の光線Ｌ８は第二薄膜部２３１３を透過する。好
ましい第二実施形態では、薄膜間隙２３１６は第一回路パターン２３１１と第二薄膜部２
３１３の間に介在し、またその材質は第二薄膜部２３１３とは異なり、これにより光線は
容易に第二薄膜部２３１３中で全て反射(例えば光線Ｌ６、Ｌ７の経路)され、光線が第二
薄膜部を透過した後(例えば光線Ｌ８の経路)第一回路パターンの銀インク回路に集光され
分散され、これにより下層板２３１中の複数の導光点２３１４が上方へ分散させる光量は
増加され、さらには発光キーボード２のキー２４は更なる光量を得る。
【００２２】
［第３実施形態］
　次は、本発明の発光キーボードの第３実施形態について説明する。
【００２３】
　本発明の好ましい第三実施形態は好ましい第一及び第二実施形態と大方一致し、差異は
薄膜回路基板２３の下層板２３１の組成構造にあり、また好ましい第三実施形態の下層板
２３１の組成構造は好ましい第一及び第二実施形態の下層板の設計と同様である。図１０
に示すのは、本発明に係る発光キーボードの好ましい第三実施形態の薄膜回路基板の下層
板の構造の側面図である。
【００２４】
　好ましい第三実施形態では、下層板２３１は第一薄膜部２３１２と、第一薄膜部２３１
２の上部表面に接着される第二薄膜部２３１３と第二薄膜部２３１３の上部表面に設置さ
れる薄膜間隙２３１６で構成され、第一薄膜部２３１２と第二薄膜部２３１３間は発光部
材２１の供給する光線を集光し分散させる複数の導光点２３１４を有し、また複数の導光
点２３１４は複数個のキー２４の位置に倣い設置され、複数の導光点２３１４は光線を上
方の複数個のキーエリア２４へ投射させる。また、第一回路パターン２３１１は薄膜間隙
２３１６の上部表面に印刷され、また第一回路パターン２３１１Ｈ複数の銀インク回路 (
図１０には図示せず、図８に図示する) を有し、これらの銀インク回路は光線を集光し分
散させる性質を有する。これにより、好ましい第三実施形態の下層板２３１の長所は好ま
しい第一及び第二実施形態中に述べる長所と同様である、このほか、好ましい第三実施形
態の下層板２３１の材質、製造工程は好ましい第一及び第二実施形態中に述べるのと同様
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であり、このため再度の説明はしない。
【００２５】
［第４実施形態］
　次は、本発明の発光キーボードの第４実施形態について説明する。
　図１１は本発明の第四実施形態の発光キーボード４の構造の側面図であり、図１２は図
１１に図示する発光キーボード４の薄膜回路基板の構造の概略図である。
好ましい第四実施形態の発光キーボード４は好ましい第一実施形態と大方一致し、差異は
薄膜回路基板２６が単層板構造であり、また薄膜回路基板２６の上部表面は回路パターン
２６３を有し、回路パターン２６３は複数の薄膜スイッチ２６３１と銀インク回路２６３
２を有し、各薄膜スイッチ２６３１は第一導電接続部２６３１１と第二導電接続部２６３
１２からなり、また第一導電接続部２６３１１は第二導電接続部２６３１２に接触しない
。このほか、各キー２５はキーキャップ２５１と導体２５２を有し、導体２５２はキーキ
ャップ２５１と薄膜回路基板２６の間に設置され、またキーキャップ２５１が触圧された
時、導体２５２は相互に対応する薄膜スイッチ２６３１に接触し薄膜スイッチ２６３１に
電気的導通を達成させ、さらに発光キーボード２に相互に対応するキー信号を発信させる
。
【００２６】
　ちなみに、本実施形態の薄膜回路基板２６はあくまで多層薄膜設計であり、第一薄膜部
２６１と第二薄膜部２６２(第一実施形態の第一薄膜部２３１２及び第二薄膜部２３１３
と同じ)を含み、また第一薄膜部２６１と第二薄膜部２６２の間は同様に発光部材２１の
供給する光線を集光し分散させる複数の導光点２６１４を有し、これにより本実施形態の
薄膜回路基板２６は好ましい第一実施形態の下層板２３１と同じ長所を有する。
【００２７】
［第５実施形態］
　次は、本発明の発光キーボードの第５実施形態について説明する。
　第五実施形態の、好ましい第四実施形態の発光キーボード４の薄膜回路基板２６は好ま
しい第二実施形態の下層板２３１の薄膜堆積方式と同じであり、第二薄膜部２６２と第二
薄膜部２６２の上部表面に設置される薄膜間隙(図中に図示せず)を含み、また複数の導光
点２６１４は第二薄膜部２６２の下部表面に設置され、このため薄膜回路基板２６は好ま
しい第二実施形態の下層板２３１と同じ長所を有する。
【００２８】
［第６実施形態］
　次は、本発明の発光キーボードの第６実施形態について説明する。
　第六実施形態の、好ましい第四実施形態の発光キーボード２の薄膜回路基板２６は好ま
しい第三実施形態の下層板２３１の薄膜堆積方式と同じであり、第一薄膜部２６１と、第
一薄膜部２６１の上部表面に接着される第二薄膜部２６２及び第二薄膜部２６２の上部表
面に設置される薄膜間隙(図中に図示せず)を含み、また第一薄膜部２６１と第二薄膜部２
６２間は発光部材２１の供給する光線を集光し分散させる複数の導光点２６１４を有し、
このため薄膜回路基板２６は好ましい第三実施形態の下層板２３１と同じ長所を有する。
【００２９】
　以上詳述した各好ましい実施形態の通り、本発明に係る発光キーボード２は余分な導光
板を設置する必要が無く、製造コストを抑え、また発光キーボード２の薄膜回路基板２３
或いは下層板２３１は多層薄膜方式の設計により、回路パターン２６３の銀インク回路２
６３２或いは第一回路パターン２３１１の銀インク回路２３１１２が、集光した光線の性
質のためにキー２４、25に使用されるはずの光量を浪費させてしまうのを防ぎ、導光点２
６１４、２３１４が下方へ分散させ流失させてしまう光線を回収し、複数の導光点２６１
４、２３１４が上方へ分散させる光量を増加させ、さらには発光キーボード２のキー２４
、２５に更なる光量を獲得させ、これにより本発明に係る発光キーボード２は発光部材２
１の供給する光線を極めて效率良く運用できる。
【００３０】
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　上述の実施形態は本発明の技術思想及び特徴を説明するためのものにすぎず、当該技術
分野を熟知する者に本発明の内容を理解させると共にこれをもって実施させることを目的
とし、本発明の特許請求の範囲を限定するものではない。従って、本発明の精神を逸脱せ
ずに行う各種の同様の効果をもつ改良又は変更は、後述の請求項に含まれるものとする。
【符号の説明】
【００３１】
１　発光キーボード
２　発光キーボード
９　ローラー
４　発光キーボード
１１　反射板
１２　導光板
１３　金属底板
１４　薄膜回路基板
１５　キー
１６　発光部材
２１　発光部材
２２　ベース
２３　薄膜回路基板
２４　複数個のキー
２６　薄膜回路基板
１２１　導光点
１３１　開孔部
１４１　下層板
１４２　上層板
１４３　中層板
１４４　薄膜スイッチ
１５１　キーキャップ
１５２　弾性部材
２３１　下層板
２３２　上層板
２３３　中層板
２３４　薄膜スイッチ
２４１　キーキャップ
２４２　弾性部材
２５１　キーキャップ
２５２　導体
２６１　第一薄膜部部
２６２　第二薄膜部部
２６３　回路パターン
１４１１　第一回路パターン
１４２１　第二回路パターン
１４３１　接点開孔部
２３１１　第一回路パターン
２３１２　第一薄膜部部
２３１３　第二薄膜部部
２３１４　導光点
２３１５　透明接着剤
２３１６　薄膜間隙
２３２１　第二回路パターン
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２３３１　開孔部
２６１４　導光点
２６３１　薄膜スイッチ
２６３２　銀インク回路
１４１１１　銀インク回路
１４１１２　下部接点
１４２１１　銀インク回路
１４２１２　上部接点
２３１１１　下部接点
２３１１２　銀インク回路
２３２１１　上部接点
２６３１１　第一導電接続部
２６３１２　第二導電接続部
Ｄ　間隔距離
Ｌ１～Ｌ８　光線

【図１】 【図２】
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